
中国税法

企業所得税法の新実施条例、 よ う やく 施行

2007 年 12 月 11 日、 国務院は中華人民共和国企業所得税法に関する 実施条例

（ 中华人民共和国企业所得税法、 「 所得税法」 ）の実施条例（ 实施条例、

「 実施条例」 ）をよ う やく 公布し ま し た。 実施条例は、 2007 年 3 月 16 日に

すでに公布さ れた所得税法の多数の用語の定義、 条項の解釈及び具体的な適

用方法を詳し く 定めていま す。 所得税法と 同様、 実施条例は、 2008 年 1 月 1

日に施行さ れま す。 こ こ では、 外国企業およ び外国投資企業にと って重要な

要点をまと めます。

居住者企業：

• 居住者企業は、 その全世界における 所得が中華人民共和国の企業所

得税の対象と なり ま す。 中国において実質的な管理を 行っている 外

国企業は居住者企業と 見なさ れま す。 実質的な管理と は、 企業の生

産、 事業、 従業員、 財務及び資産に関する 全般的な管理及びコ ン ト

ロ ールと 定義さ れていま す。

• こ の居住者企業の広い定義は、 中国国民によ る 往復型の投資に影響

を 与える こ と が予想さ れま す。 往復型投資と は、 中国の投資家が海

外にオフ ショ ア会社を 設立し 、 こ れを 通し て中国で再投資を する こ

と です。 オフ ショ アのホールディ ン グ会社を 持つ多国籍企業にも 影

響を与える 可能性があり ま す。
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見なし 所得に関する 規定：

• 配当企業が利益の分配を 発表し た時点で、 配当金は所得と 見なさ れ

ま す。 こ こ での問題は、 2007 年 12 月 31 日前に外国投資企業の取締

役会が 2007 年度の配当金配当決議を承認し た場合、 かかる 外国投資

企業がまだ配当税金免除の対象になる かどう かです。

• 利息、 賃料、 ロ イ ヤリ ティ ーの収入は、 それに関する 契約が定める

支払期限の時点で収入と 見なさ れま す。

This Publication has been prepared for 
clients and professional associates of 
Baker & McKenzie. Whilst every effort has 
been made to ensure accuracy, this 
Publication is not an exhaustive treatment 
of the area of law discussed and no 
responsibility for any loss occasioned to 
any person acting or refraining from action 
as a result of material in this Publication is 
accepted by Baker & McKenzie.

ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー 外国法事務弁護士事務

所 東京青山・ 青木・ 狛法律事務所 （ 外国法共

同事業） は、 各国に 所在する オ フ ィ ス を メ ン バ

ー フ ァ ー ム と する ス イ ス 法上の 組織体で あ る ベ

ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の

メ ン バ ー フ ァ ー ム で す 。 専門的知識に 基づ く サ

ー ビ ス を 提供する 組織体に お い て 共通し て 使用

さ れて い る 用語例に 従い 、 「 パ ー ト ナ ー 」 と

は、 法律事務所に お け る パ ー ト ナ ー で あ る 者ま

た はこ れと 同等の 者を 指し ま す。 同じ く 、 「 オ

フ ィ ス 」 と は、 か か る い ず れか の 法律事務所の

オ フ ィ ス を 指し ま す 。
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所得の源泉に関する 規則：

• 商品売買の収入は、 取引が発生し た場所で生じ たも のと さ れま す。

し かし 取引が発生する 時点に関し ては、 所有権の譲渡か、 契約の交

渉も し く は署名の時点か等、 詳し く 定義さ れていま せん。

• 役務提供の収入は、 役務の提供地で生じ たも のと さ れま す。

• 企業の持分資産の譲渡によ る 収入は、 譲渡先企業の所在地で生じ た

も のと さ れま す。

• 配当金の収入は、 配当する 企業の所在地で生じ たも のと さ れま す。

• 利子、 賃料、 ロ イ ヤリ ティ ーの収入は実際に費用を支払う 、 負担す

る 会社の所在地で生じ たも のと さ れま す。

控除可能な出費：

• 銀行貸付金利子の支出が控除でき ます。

• 金融機関以外の融資組織から の貸付金の利子の支出は、 商業銀行の

通常の利率ま で控除でき ま す。

• 従業員の福利厚生の支出は企業全体の報酬支出額の 14%相当ま で控

除でき ます。

• 広告及び事業宣伝の費用は、 基準を 満たし たも のであれば、 企業の

年間売上げ収入の 15%ま で控除でき ま す。 超過分は翌年度と 翌年度

以降に繰り 越すこ と が可能です。

• 食事と 接待費は発生し た費用の 60%ま でが控除でき 、 年間売上げ収

入の 0.5%を上限と し ま す。

• 購入し た営業権は、 事業全体の譲渡ま たは清算の際に控除でき ま す。

（ 購入さ れた営業権が無形資産と し て 10 年間で償却でき る か否かに

ついては不明。 ）

控除でき ない支出：

• 事業体内の会社間の管理費の支払い、 事業体内の部門間の賃貸料及

びロ イ ヤリ ティ ーの支出、 そし て金融機関ではない事業体内の部門

間の利子の支払いは控除でき ま せん。

• 広告目的ではないス ポンサー料は、 控除でき ま せん。

源泉徴収税

• 配当金、 固定資産売却益、 利息、 賃料、 及びロ イ ヤリ ティ ーなど 中

国において発生し た受動的な所得に対する 源泉徴収税率は、 所得税

法で定めら れた通り 20%から 10%に減少し ま し た。
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企業再編

• 企業再編に伴う 取引の損益は、 その取引が行われた時に生じ たと さ

れま す。 取引さ れた資産の課税対象額は、 中国財務部及び中国国家

税務総局の規定がない限り 、 譲渡価格に基づき 修正すべき です。

• グループ企業の組織再編に関し て、 別途規則が作ら れる と 予測さ れ

ま す。 従い、 現在の国税函（ 国家税务总局关于外商投资企业和外国

企业转让股权所得税处理问题的通知） 207 号[1997]は 2007 年以降も

有効か否かが不明確です。

減税措置

• 課税免除は、 居住者企業によ る 未上場居住者企業に対する 直接株式

投資によ り 得ら れた配当金に適用さ れま す。

• 課税免除は、 居住者企業が上場企業の株式を 12 ヶ 月以上保有し た場

合に生じ た配当収入に適用さ れま す。

• 生産収入が発生し た税年度から の 3+3 免減税期間（ 3 年の免税＋3 年

の 50%減税） は以下のプロ ジェ ク ト に適用さ れま す：

— 国が重点と し てサポート し たイ ンフ ラ 建設のプロ ジェ ク ト の

投資又は実施から 得ら れた利益

— 一定の条件を満たし ている 環境保護、 省エネルギー、 も し く

は水保全のプロ ジェ ク ト から 得ら れた利益

プロ ジェ ク ト 譲渡の際、 未使用の免減税期間は、 譲受人が引き 継ぎ使用する

こ と が可能です。

• 環境保護、 省エネルギー、 水保全、 及び安全対策設備への全投資額

の 10%は、 税のク レ ジッ ト と し て納税対象から 控除でき ま す。 使用

さ れない額は、 向こ う 5 年間繰り 越すこ と が可能です。 し かし なが

ら 、 5 年以内にこ れら の設備を 廃棄、 又は賃貸する 場合は、 こ のク

レ ジッ ト を奪還さ れます。

• 居住者企業の技術譲渡から 得る 収入は、 最初の 5 百万人民元分は税

金が免除さ れ、 それを 越える 分に対し ては 50%の企業所得税減額の

対象になり ま す。

• ス ーパー免除

— 新技術、 新製品、 新プロ セス の開発に費やし た研究開発費用

の 150%を 、 目標にし ていた知的財産が完成し なかった場合

に控除可。 も し く は、 知的財産権のコ ス ト の 150%を償却で

き ま す。

— 障害者の給与の 200%で控除可能です。

• 先端新技術企業（ 「 HNTE」 ）

— HNTE は、 所得税法の下、 15%の譲歩税率を享受でき ます。

— 所得税法に関する 実施条例は、 HNTE と し て認可さ れる ため

の条件を詳し く 説明し ていま す。 通常、 コ アにあたる 知的財
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産権/技術の所有が中国国内にある こ と が条件です。 し かし 、

HNTE の詳細な認可条件は中国科学技術部、 国家財政部、 国

家税務総局によ って今後定義さ れる 予定です。

— 知的財産権/技術の法的な所有権と は別に、 経済所有権を 持

つこ と が十分である か否かははっき り し ていま せん。

• ベンチャ ーキャ ピ タ ルが未上場の企業、 中小 HNTE 企業に対し て持分

投資を行った場合、 投資家が最低 2 年投資を保持し た場合、 2 年目

から 投資額の 70%を課税収入から 控除でき ます。

価格移転規則

• 所得税法に関する 実施条例は、 同時価格移転の書類の提出時期につ

いて定めていま せん。 そのかわり に、 価格移転の書類は、 担当の税

務機関の定めた期限内に納税者によ り 提出する 必要がある と 規定し

ていま す。

• 分与協定及びその他の書類は、 担当の税務機関に求めら れた場合、

提出する 必要があり ます。

• 価格移転のための関連者貸付金の定義は以下のも のを含みま す：

— 関係のない第三者を通し て完成し た関連者の債券投資；

— 関係のない第三者の債券投資のう ち、 関連者が連帯責任を提

供し たも の； または

— 関連し た当事者が間接に投資し たその他の債券投資。

• 関連者に支払っ た金利の支出で、 所定の負債資本率を 超えた部分は

控除でき ま せん。 関連し た当事者間の貸付金の負債資本率の詳細は、

国家財政部及び国家税務総局によ り 共同で規定さ れます。

税金調整：

• 合理的な商業目的を 欠いた、 課税対象の収入の減少など の措置は、

税務当局の特別税金調整の対象と なる 可能性があり ます。

— 合理な商業目的の欠如は、 減税、 免税ま たは納税の遅延等、

税上の効果を得る こ と を主な目的と し た措置と 定義さ れま す。

• 税金調整で生じ る 納税不足額には、 以下の金利が課さ れま す：

— 税金を支払う べき 年と 遅れて支払った年の中国人民銀行の金

利にプラ ス 5 ベーシス ・ ポイ ント が加算さ れま す。

— 企業が証拠書類を準備、 保有、 そし て提供し た場合は、 中国

人民銀行の金利にベーシス ・ ポイ ント は加算さ れま せん。

• 時効

— 税金調整の時効は 10 年間です。

統制対象になる 外国企業（ 「 CFC」 ）

• 税率が中国の税率よ り 著し く 低い国で設立さ れた CFC によ り 理由な
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く 留保さ れた未申告の利益に関し て、 中国の居住者企業株主は課税

の措置を受けます。 こ の措置のため、 CFC の有効な税金負担が 12.5%

よ り も 低い場合には適用さ れま す。

CFC と は：

— 外国企業（ 「 FE」 ） で、 各居住者企業又は個人が最低 10%の

FE の投票権を 直接、 も し く は間接的に保有し 、 それら を 合

わせて 50%以上持つ場合； ま たは

— その他の状況で、 居住者企業又は個人が資本、 事業経営、 売

買について FE を実質的にコ ン ト ロ ールし ている 場合です。

ベーカー＆マッ ケンジー外国法事務弁護士事務所 東京青山・ 青木・ 狛法律事務所 （ 外国法共同事業） は、 各国に所在する オフ ィ ス を メ ンバーフ

ァ ーム と する ス イ ス 法上の組織体である ベーカー＆マッ ケンジー イ ン タ ーナショ ナルのメ ン バーフ ァ ーム です。 専門的知識に基づく サービ ス を

提供する 組織体において共通し て使用さ れている 用語例に従い、 「 パート ナー」 と は、 法律事務所における パート ナーである 者ま たはこ れと 同等

の者を指し ま す。 同じ く 、 「 オフ ィ ス 」 と は、 かかる いずれかの法律事務所のオフ ィ ス を 指し ま す。
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